
犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり基本計画の「方向性」と「推進項目」の推移

第１期(H19∼H23) 第２期(H24∼H28) 第３期（H29～R2） 第４期（R3～R7）
6つの方向性と13の推進項目 8つの方向性と20の推進項目 9つの方向性と23の推進方策 6つの方向性と18の推進項目

１　犯罪のないみやぎを目指した活動を県民運動として展開す
るための気運の醸成

１　犯罪のないみやぎを目指した活動を県民運動として展開す
るための気運の醸成

１　犯罪のないみやぎを目指した活動を県民運動として展開するための気運の醸成 １　犯罪のないみやぎを目指した活動を県民運動として展開するための気運の醸成

(1)　県民等への情報等の提供 (1)　県民等への情報等の提供による防犯意識の醸成 (1)　県民等への情報等の提供による防犯意識の醸成 (1)　県民等への情報の提供等による防犯意識の醸成
(2)　県民等の自主的活動の促進 (2)　安全・安心まちづくりのための環境の整備 (2)　安全・安心まちづくりのための環境の整備 (2)　安全・安心まちづくり活動の推進
(3)　各ボランティア団体等のネットワーク化 (3)　各ボランティア団体等のネットワーク化の促進 (3)　各ボランティア団体等のネットワーク化の促進 (3)　各ボランティア団体等のネットワーク化の促進と連携・協働
(4)　行政、県民、事業者が連携した県民運動の推進 (4)　行政、県民、事業者が連携した県民運動の推進 (4)　行政、県民、事業者等が連携した県民運動の推進

２　犯罪被害から子どもを守るための見守り活動の促進 ２　犯罪被害から子どもを守るための見守り活動の促進と情報
化社会への対応

２　犯罪被害から子どもを守るための見守り活動の促進と情報化社会への対応 ２　犯罪被害から子どもを守るための見守り活動の促進

(5)　地域で見守る子どもの安全対策の促進 (5)　地域で見守る子どもの安全対策の促進 (5)　地域で見守る子どもの安全対策の促進 (4)　子どもの安全対策の推進
(6)　子どもの安全教育の推進 (6)　子どもに関する安全教育の推進 (6)　子どもに関する安全教育の推進 (5)　子どもに関する安全教育の推進と相談窓口の充実

(7)　子どもを守るためのインターネットや携帯電話等の利用
教育の推進

(7)　子どもを守るためのインターネット・スマートフォン等の利用教育の推進

(8)　子どもを犯罪の被害から守るための対策の推進 (8)　子どもを犯罪の被害から守るための対策の推進
３　女性、高齢者、障害者、外国人等の安全対策としての見守
り活動の推進

３　女性の安全対策の推進 ３　女性の安全対策の推進 ３　防犯上の配慮を要する者の安全対策の推進

(7)　地域で見守る女性、高齢者、障害者、外国人等の安全対
策

(９)　女性を犯罪の被害から守るための対策の推進 (9)　女性を犯罪の被害から守るための対策の推進 (６)　女性を犯罪の被害から守るための対策の推進

４　高齢者、障害者、外国人等の安全対策としての見守り活動
の推進

４　高齢者、障害者、外国人等の安全対策としての見守り活動の推進

(10)　地域で見守る高齢者、障害者、外国人等の安全対策 (10)　地域で見守る高齢者、障害者、外国人等の安全対策 (７)　高齢者、障害者、外国人等の安全対策の推進

５　多様化・巧妙化する現代的な犯罪等への対応 ４　多様化・巧妙化する現代的な犯罪等への対応
(11)　振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害の防止 (８)　オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺や悪質商法による被害の防止
(12)　インターネット・スマートフォン等の利用に起因する犯罪被害や人権侵害
等の防止

(９)　インターネット犯罪被害の防止と情報モラルの推進

(13)　危険ドラッグをはじめとする違法薬物被害の防止 (10) 大麻をはじめとする薬物乱用の防止
４　学校、通学路等の安全対策の推進 ５　学校、通学路等の安全対策の推進 ６　学校、通学路等の安全対策の推進

(8)　安全な学校・通学路づくり (11)　安全な学校・通学路づくり (14)　安全な学校・通学路づくり
５　犯罪の防止に配慮した安全な道路、公園、駐車場、住宅、
深夜商業施設等の普及

６　犯罪の防止に配慮した安全な道路、公園、駐車場、住宅、
深夜商業施設等の普及

７　犯罪の防止に配慮した安全な道路、公園、駐車場、住宅、公共施設・商業施設
等の普及

5　犯罪の防止に配慮した安全な環境整備

(11)　犯罪の防止に配慮した安全な学校・通学路づくり
(9)　犯罪の防止に配慮した安全な道路、公園、駐車場等の普
及

(12)　犯罪の防止に配慮した安全な道路、公園、駐車場等の普
及

(15)　犯罪の防止に配慮した安全な道路、公園、駐車場等の普及 (12)　犯罪の防止に配慮した安全な道路、公園、駐車場等の普及

(10) 犯罪の防止に配慮した安全な住宅の普及 (13)   犯罪の防止に配慮した安全な住宅の普及 (16)　犯罪の防止に配慮した安全な住宅の普及 (13)　犯罪の防止に配慮した安全な住宅の普及
(11) 犯罪の防止に配慮した安全な深夜商業施設等の普及 (14)   犯罪の防止に配慮した安全な深夜商業施設等の普及 (17)　犯罪の防止に配慮した安全な公共施設・商業施設等の普及 (14)　犯罪の防止に配慮した安全な公共施設・商業施設等の普及

(18)　防犯カメラの適切かつ効果的な活用の促進 (15)　防犯カメラの適切かつ効果的な設置・運用の推進
６　犯罪の被害にあわないためのまちづくりとホスピタリティ
のある地域づくり

７　犯罪の被害にあわないためのまちづくりとホスピタリティ
のある地域づくり

８　犯罪の被害にあわないためのまちづくりとホスピタリティのある地域づくり ６　犯罪の被害にあわないためのまちづくりとホスピタリティのある地域づくり

(12) 繁華街等の環境整備 (15)   繁華街等の環境整備 (19)　観光地・繁華街等の環境整備 (16)　犯罪のない安心して暮らすことのできる安全なまちづくりのための環境整
備の推進

(13) 観光地における情報提供の充実 (16)   観光地における情報提供の充実 (20)　観光地における情報提供の充実 (17)　観光旅行者等の来県者が犯罪の被害にあわないための対策の推進
８　被災地における安全・安心まちづくりの早期復旧 ９　被災地における安全・安心まちづくりの推進

(17)  被災した防犯ボランティアの再生支援
(18)  被災地の安全対策の推進 (21)　被災地の安全対策の推進 (18)　大規模災害時等における安全対策の推進
(19)  被災地における子どもの安全・安心の確保 (22)　被災地のまちづくりにあわせた環境整備の促進
(20)  被災地の環境整備の促進 (23)　被災地における子どもの安全・安心の確保

【改正概要】
〇方向性２に情報化社会への対応の要素を加えた。
〇女性の安全対策の推進をさらに強化していくために、これまでの高
齢者や障害者、外国人などの安全対策から項目を独立させ、さらに総
合的に取り組む。
○東日本大震災からの復旧について、安全・安心まちづくりの視点か
らも取り組む。
○そのほか、既存の方向性や推進項目についても社会情勢の変化等を
踏まえ見直し。

【改正概要】
○特殊詐欺やインターネット利用に起因する犯罪、違法薬物などの被害が問題になっている
状況を踏まえ、｢多様化・巧妙化する現代的な犯罪等への対応｣を新たに方向性に加え、対応
する推進項目を設定。
○また、防犯カメラのプライバシー等に配慮した効果的な設置・運用について、新たに推進
項目を設定。
○そのほか、既存の方向性や推進項目も社会情勢の変化等を踏まえ見直し。

【改正概要】
〇基本的に施策体系は変更せず、重複項目を整理し、社会情勢の変化等を踏まえ見直し。
〇方向性１及び方向性２において、「ながら見守り」「防犯ＣＳＲ活動」の考え方を追加。
〇方向性４に、特殊詐欺や悪質商法被害の未然防止の水際対策、インターネット犯罪被害の
集約、情報モラルの推進を追加。
〇方向性６において、観光地・繁華街等だけでなく全県で施策を推進することに改正。
また、被災地の安全対策を継続するとともに、今後、起こりうる災害時の防犯対策や新型感
染症等に伴う新しい生活様式に適応した防犯対策の推進を追加。

資料４


